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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＣＰ装置において、
　試料を導入する試料導入部と、
　キャリヤーガス用のインナーチューブ、補助ガス用のミドルチューブ及びプラズマガス
用のアウターチューブからなる同心の三重管構造であり、一端部にこれらのガス導入部を
備えた端部が開口状態になっているプラズマトーチと、
　前記プラズマトーチとは分離しており、生成したプラズマ炎の先端部まで十分に取り囲
む高さを有し、所定の距離だけ離間して前記プラズマトーチに外嵌するように配置した円
筒形状のボンネットと、
　前記プラズマ炎が生成する前記プラズマトーチ開口端隣部のプラズマ生成領域を取り囲
むように前記ボンネットに外嵌して配置した誘導コイルと、
　前記キャリヤーガス、前記補助ガス及び前記プラズマガスを制御するガス制御部と、
　前記ボンネットの内面と前記アウターチューブの外面とで形成する間隙部に前記プラズ
マガスの流路修正用の修正ガスを導入する修正ガス導入機構と、を備えることを特徴とす
るＩＣＰ装置。
【請求項２】
　前記ボンネットが、それを支持固定するベース部に支持される開口端部の円周上の一部
にその円筒の内外部を連通するスリットを備え、
　前記ベース部が、前記ボンネットの固定側の円筒端部が接する線上の一部に配置時の基
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準となる前記スリットと勘合可能な凸部を備えた、請求項１に記載のＩＣＰ装置。
【請求項３】
　前記修正ガス導入機構が、前記修正ガスを噴き出すキャピラリを備え、
　当該キャピラリの噴き出し側端部を前記ボンネットの固定側端部の前記間隙部に向くよ
うに配置した請求項２に記載のＩＣＰ装置。
【請求項４】
　前記キャピラリの噴き出し側端部が、前記ボンネットの固定側の端部側面から前記スリ
ットに向けられたものである請求項３に記載のＩＣＰ装置。
【請求項５】
　前記修正ガス導入機構が、前記修正ガス用の流路を備え、
　当該流路が前記プラズマトーチのガス導入部側の前記間隙部の一部又は全部に沿って配
置され、当該間隙部に沿った部分の一部又は全部が開口している請求項１に記載のＩＣＰ
装置。
【請求項６】
　前記キャピラリが、前記プラズマガスの増減に連動して前記修正ガスが増減するように
、前記修正ガスを導入する側の端部を、前記ガス制御部の前記アウターチューブに接続す
るガス流路の途中から分岐するガス流路に接続した請求項３または４に記載のＩＣＰ装置
。
【請求項７】
　前記流路が、前記プラズマガスの増減に連動して前記修正ガスが増減するように、前記
修正ガスを導入する側の端部を、前記ガス制御部の前記アウターチューブに接続するガス
流路の途中から分岐するガス流路に接続した請求項５に記載のＩＣＰ装置。
【請求項８】
　前記キャピラリが、前記プラズマガスとは異なるガス制御部を備え、前記修正ガスを前
記プラズマガスとは異なるガスとした請求項３または４に記載のＩＣＰ装置。
【請求項９】
　前記流路が、前記プラズマガスとは異なるガス制御部を備え、前記修正ガスを前記プラ
ズマガスとは異なるガスとした請求項５に記載のＩＣＰ装置。
【請求項１０】
　前記ボンネットが、前記ベース部への固定側と反対側の端部またはその近傍に測光用の
スリット又は穴を、一つ又は複数備えるものである請求項２乃至４、６および８のいずれ
かに記載のＩＣＰ装置。
【請求項１１】
　前記修正ガス導入機構が、前記修正ガスを噴き出すキャピラリを備え、
　当該キャピラリの噴き出し側端部を前記ボンネットの固定側端部の前記間隙部に向くよ
うに配置した請求項１に記載のＩＣＰ装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれかに記載のＩＣＰ装置を備えた分光分析装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１１のいずれかに記載のＩＣＰ装置を備えた質量分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に励起源あるいはイオン源として用いられる誘導結合プラズマ（以下、Ｉ
ＣＰと称する）装置に関し、特にプラズマガスの使用量を大幅に低減したＩＣＰ装置に係
る。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣＰ装置は、発光分光分析の励起源あるいはプラズマ中に発生したイオンを対象とし
た質量分析装置のイオン源として用いられる。このＩＣＰ装置は、従来、石英ガラスある
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いはセラミックス製の多重管構造よりなるプラズマトーチを備えている。
【０００３】
　図７は、ＩＣＰ発光分光分析（ＩＣＰ－ＯＥＳ）装置を示し、従来のＩＣＰ装置の用途
の一例を示す。プラズマトーチ３２は、同心の三重管構造であり、中央が試料導入管３２
１（試料をキャリヤーガスと共にプラズマ内に導入する）と、その試料導入管の外周に備
わる補助ガス管３２２（プラズマを補助ガス管端部より浮かせる）と、その補助ガス管の
外周に備わるプラズマガス管３２３とから構成される。また、試料導入管３２１の上部で
プラズマガス管３２３で囲まれた領域は、プラズマを生成させるプラズマ室と呼ばれる部
分となる。また誘導コイル３１２とプラズマ用ガス管３２３の間にボンネット３０が介在
される。このボンネット３０は、誘導コイル３１２とプラズマガスの間で起こる放電を防
止するために用いるものである。従って、通常ボンネットは、誘導コイル３１２がプラズ
マトーチを巻回する領域に介在するように備えるものである。
【０００４】
　一方、ＩＣＰ装置は、プラズマガスとして一般的には高価なアルゴンやヘリウムを用い
る。従来、プラズマガスの消費量は、プラズマ炎を安定的に得るために、毎分１５～２０
リットル程度必要とする。このため、ＩＣＰ装置のランニングコストの要因であるプラズ
マガスの多量な消費を抑えるための検討がなされている。
【０００５】
　例えば、プラズマトーチにおいて、プラズマガスの噴き出し領域を狭くし、プラズマガ
ス管の外側間壁をキャリヤーガス用ガス管よりも長くして大気からのシールドを形成した
ものや、更に、その三重管のプラズマガス管の外側に冷却ガス用の筒体を同心状に囲わせ
て、冷却ガスを回転するように流入させることでプラズマガス筒体が溶融しないように冷
却しつつ、プラズマ炎を長く形成させるようにして感度を高めることがなされている（特
許文献１）。また、質量分析に使用するＩＣＰ装置においても、前記のシールドを形成し
、プラズマガスの噴き出しの領域を狭めてプラズマガスの流量を減ずることで、プラズマ
ガスの消費量を抑えるようにしている。この場合は、同心の三重管のうちプラズマガス管
と補助ガス管とで形成される噴出し幅を半減することで流量を約半量としている（非特許
文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2003-194723号公報（図８）
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】分析化学　vol.52，No.8，pp.559-568，2003年，日本分析化学会
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、第一に、プラズマ用ガス管を長くしてシールド効果を持たせてプラズマ
炎の大気の巻き込みを無くした場合、プラズマ炎と相対する内面への析出物の付着により
測光ができなくなった際、又、熱の影響で当該プラズマ用ガス管の一部に割れが生じた際
は、プラズマトーチごとの交換を要し、作業の煩雑さと共にプラズマトーチの高価さによ
る不経済性が問題となった。
【０００９】
　第二に、上記の問題を解決するために、プラズマ炎をとり囲う程度の長さを有するプラ
ズマトーチと独立した円筒型のボンネットを採用するも、プラズマの点灯時に異常放電を
起す新たな問題が生じた。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の第一及び第二の問題を同時に解決するために、本発明のＩＣＰ装置は、試料を導
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入する試料導入部と、キャリヤーガス用のインナーチューブ、補助ガス用のミドルチュー
ブ及びプラズマガス用のアウターチューブからなる同心の三重管構造であり、一端部にこ
れらのガス導入部を備えた端部が開口状態になっているプラズマトーチと、このプラズマ
トーチとは分離しており、生成したプラズマ炎の先端部まで十分に取り囲む高さを有し、
前記プラズマトーチに外嵌して配置した円筒形状のボンネットと、プラズマ炎が生成する
プラズマトーチ開口端隣部のプラズマ生成領域を取り囲むようにボンネットに外嵌して配
置した誘導コイルと、キャリヤーガス、補助ガス及びプラズマガスを制御するガス制御部
と、ボンネットの内面とアウターチューブの外面とで形成する間隙部にプラズマガスの流
路修正用の修正ガスを導入する修正ガス導入機構と、を備えることを特徴とした。
【００１１】
　また、本発明のＩＣＰ装置は、前記修正ガス導入機構が修正ガスを噴き出すキャピラリ
を備え、このキャピラリの噴き出し側端部をボンネットの固定側端部の間隙部に向くよう
に配置するようにした。あるいは、前記修正ガス導入機構が修正ガス用の流路を備え、こ
の流路がプラズマトーチのガス導入部側の間隙部の一部又は全部に沿って配置され、当該
隙間部に沿った部分の一部又は全部が開口しているようにした。
【００１２】
　また、本発明のＩＣＰ装置は、前記キャピラリ又は前記流路が、プラズマガスの増減に
連動して修正ガスが増減するように、修正ガスを導入する側の端部を、ガス制御部のアウ
ターチューブに接続するガス流路の途中から分岐するガス流路に接続するようにした。
　また、ボンネットが、測光用のスリット又は穴を、一つ又は複数備えるものであること
を特徴とした。
　また、本発明のＩＣＰ装置は、分光分析装置あるいは質量分析装置に利用した。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、個別のシールド（ボンネット）を用いてプラズマ発光装置に係わるプ
ラズマ炎への大気の巻き込みを解消すると共に、独自のプラズマガスの修正機構を採用す
ることでプラズマの点灯性をも改善し、感度及び精度を損なうことなくプラズマガスの消
費量を半減することができる。従って、高い経済性を備えたプラズマ発光装置を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る第１実施例のＩＣＰ装置の全体概略図である。
【図２】本発明に係る第１実施例のＩＣＰ装置の要部の概略図である。
【図３】本発明に係る第２実施例のＩＣＰ装置の全体概略図である。
【図４】（ａ）本発明に係る第２実施例のＩＣＰ装置の要部の概略図である。（ｂ）（ａ
）のｂ方向から見た修正ガス導入機構の概容図である。（ｃ）（ａ）のＢ－Ｂ‘断面図で
ある。
【図５】（ａ）本発明に係るＩＣＰ装置のボンネットの概略図である。（ｂ）本発明に係
るＩＣＰ装置のボンネットの別途の概略図である。
【図６】（ａ）本発明に係るガス経路の例を示す図である。（ｂ）本発明に係る別途のガ
ス経路を示す図である。
【図７】従来のＩＣＰ装置を用いたＩＣＰ分光発光装置の全体概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明に係るプラズマ発光装置について図を参照しながら説明する。
　図１及び図３は、本発明に係る第１実施例のＩＣＰ装置の全体概略図である。
　本実施形態のＩＣＰ装置は、大別するとプラズマ生成部１１、試料導入部１３、プラズ
マトーチ１２、ボンネット１０Ａ、プラズマトーチ支持部材１４及び修正ガス導入部１５
Ａから構成されており、ＪＩＳ　Ｋ　０１１６（発光分光分析通則）に規定されるＩＣＰ
装置を基本としている。
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【００１６】
　プラズマ生成部１１は、アルゴンなどのプラズマガスＰと霧滴化してキャリヤーガスＣ
Ａに乗せた試料１３４をプラズマトーチ１２に流し、ボンネット１０Ａの外側に備えた誘
導コイル１１２に高周波電圧をかけることでプラズマを生成させる。
　試料導入部１３は、試料を吸引するネブライザ１３２と吸引用のチューブ１３３、並び
に、スプレーチャンバ１３１を備えており、アルゴンなどのキャリヤーガスＣＡと共に試
料用ガス管１２１を通して試料１３４を生成したプラズマ内部に導入する。
【００１７】
　プラズマトーチ１２は、同心の三重管構造であり、その中心にアルゴン（Ａｒ）ガスな
どのキャリヤーガスＣＡと共に導入される試料１３４のための試料導入管（インナーチュ
ーブ）１２１が位置し、その外側にプラズマの上下位置を制御するための補助ガス管（ミ
ドルチューブ）１２２が、さらにその外側にプラズマ用のガスを流すためのプラズマガス
管（アウターチューブ）１２３が取り囲む構造である。
【００１８】
　更に、ボンネット１０Ａは、プラズマ用ガス管１２２の外側にそれを外嵌して備える。
試料用ガス管１２１上部にプラズマを点灯させるに当り、外側からの大気を巻き込むこと
によるプラズマ炎の不安定化や、大気由来の発光による測定感度の低下を防止する目的を
有する。これには、円筒状の石英ガラス管が使用でき、プラズマ用ガス管１２３に対して
所定の間隙ｄを形成するように構成する。
　プラズマトーチ支持部材１４は、ベース部１４１と留め部１４２とで構成される。留め
部１４２は、ベース部１４１と分離あるいは一部を連結した形でプラズマトーチを開放・
固定する。
【００１９】
　修正ガス導入部１５Ａは、特にプラズマガスＰの流量が少ない時にプラズマ点灯時の異
常放電の原因となるボンネット１０Ａとプラズマガス管１２３の開口端部の間隙ｄでのプ
ラズマガスの滞留を防ぐために、プラズマガスＰの流方向と同じ方向への噴出し気流を発
生させるために設けるものである。これにより、少ないプラズマガスＰによるプラズマの
点灯が可能となる。
【００２０】
（実施例１）
　以下、図１のＩＣＰ装置に関して詳細に説明する。
　プラズマトーチ１２は、石英ガラス製であり、試料導入管（インナーチューブ）１２１
、補助ガス管（ミドルチューブ）１２２及びプラズマガス管（アウターチューブ）１２３
が、それぞれの開口端部の外径が７ｍｍ、１７ｍｍ及び２０ｍｍの同心の三重管構造であ
る。また、その壁厚は、各部位いずれも約１．０ｍｍであって、試料導入管の開口径は２
ｍｍφ以下に絞っている。また、各ガス管の開口端部の位置は、立てた場合に外側の方が
高くなるように階段上にずれている。
【００２１】
　このプラズマトーチ１２の固定は、プラズマトーチ支持部材１４のベース部１４１と着
脱用の留め具１４２により挟持しておこなう。この場合、留め具１４２は、プラズマトー
チ１２の外側の円形状に沿ってベース部１４に押圧して固定するとよく、その左右のいず
れかを蝶番状として片開きにて開閉するようにしてもよい。そしてプラズマガスＰは、プ
ラズマ用ガス管１２３の内側をその下部より螺旋流を形成して開口端部より流出するよう
に導入される。
【００２２】
　更に、プラズマガスＰは、消費を抑えるために流量を低減することにより、開口端部か
らの噴出し速度も低減する。そのため、プラズマ用ガス管１２３の内面との補助ガス管１
２２の外面とで形成されるプラズマガスＰの通路の出口に当る間隙端部については、その
幅を狭くするように調整してもよい。このようにすることで、プラズマガスの流量を抑え
た場合であっても流速が低減しないように調整可能であり、所定の高さのプラズマ炎を安
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定して得ることができる。なお、プラズマガスＰは、本実施例ではアルゴンガスを用いた
。
【００２３】
　次に、本発明のＩＣＰ装置に用いるボンネットについて説明する。当該ボンネット１０
Ａは、プラズマトーチ１２に外嵌した円筒状の石英ガラス（内径２１ｍｍ、壁厚１．３ｍ
ｍ）である。従って、間隙ｄはプラズマトーチ１２の寸法との関係にて決定され、約０．
５ｍｍとなる。
【００２４】
　このボンネット１０Ａは、図７に示す従来のボンネット３０と比べて、単純円筒形状の
プラズマトーチとは独立したものとした点及び誘導コイル１１２にかかる領域の上部に突
出させた点に特徴を有する。通常は、プラズマ用ガス管であるアウターチューブの開口端
部と、プラズマ生成部１１の領域にかかるように誘導コイルの端部とを揃えて配置するこ
とから、それら端部の上方十数ｍｍ程度をボンネットで囲うようにした。この囲いの長さ
は、プラズマ炎が大気を巻き込まずに安定する範囲とし、本実施例では２０ｍｍ程度とし
た。また、プラズマトーチと独立にすることは、後述するように、ボンネットのみの交換
を容易な着脱性にて可能とする効果を奏する。
【００２５】
　なお、このボンネット１０Ａの固定は、ベース部１４の上部に備えた、後述する修正ガ
ス導入機構１５Ａを構成するキャピラリ支持部材１５１ａの一端部に、プラズマトーチの
外側の円形に沿うように形成した延伸部を設け、その上のガイドに嵌合させて固定した。
この場合、ボンネット１０Ａの固定端側円周上に、スリット１０１を設けて、キャピラリ
支持部材１５１ａ上に設けた凸部１５４ａと合わせるようにしてもよい。このようにする
ことで、ボンネット１０Ａの円周位置の位置合わせを容易にすることができる。
【００２６】
　このボンネット１０Ａの主たる効果は、プラズマガスＰの流量を低減（例えば毎分１０
Ｌ以下）した際に生じるプラズマトーチ１２の開口端部において、プラズマガスＰの噴き
出し流速の低下に起因した開口周囲の大気の巻き込みを防止することである。従って、プ
ラズマ炎の高さに相当する領域をボンネット１０Ａにて囲うことでより効果的となり、プ
ラズマガスＰの消費量を低減でき経済的な測定を実現する。更に、前述のように、ボンネ
ット１０Ａとプラズマトーチ１２は、相互に独立しており、従ってそれぞれ個別に交換可
能である。特に、ボンネットのプラズマ炎と相対する内面では、析出物による白濁化や熱
等による割れが生じる場合があるところ、その場合でも安価なボンネットの交換のみで対
応可能という効果を有する。
　なお、誘導コイル１１２は、前述のようにプラズマ生成部１１の領域にかかるように、
アウターチューブの開口端部に位置を合わせてボンネット１０Ａに外嵌して配置した。
【００２７】
　次に、本発明に係るＩＣＰ装置に備わる修正ガス導入機構１５Ａについて説明する。
　修正ガスＣは、プラズマを点灯させる際に、ボンネット１０Ａとプラズマトーチ１２の
開口端部の間隙ｄにおいてプラズマガスＰの一部が巻き込んで滞留するのを防止すると共
に、滞留したガスをプラズマガスの本来の流路に戻し修正する役割を果たすものである。
このプラズマガスの滞留は、プラズマの点灯時に異常放電を引き起こし、安定したプラズ
マ炎を得るための妨げとなる。また、その状況は、プラズマガスＰの流量調整のみでは解
消されなかった。発明者らは、ボンネット１０Ａを利用した構成において安定したプラズ
マ炎を得るため鋭意研究を重ねて、当該修正ガス導入機構１５Ａを採用するに至ったもの
である。修正ガスＣは、前述のボンネット１０Ａの内面とプラズマトーチ１２の外面との
間に形成される間隙ｄを、固定端（下）側から他端（上）側に向けて導入される。
【００２８】
　この機構は、図１に示すように、ベース部１４の上部に固定したキャピラリ支持部材１
５１ａ、修正ガスＣを導入するためのキャピラリ１５２ａ及びキャピラリを押える留め具
１５３ａより構成される。図２には、ボンネット１０Ａと修正ガス導入機構１５Ａの配置
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に関する斜視図を示す。キャピラリは、内径が０．７５ｍｍのものを用いた。また、キャ
ピラリは、前述したボンネット１０１Ａの固定端側の円周上に設けたスリット１０１を利
用して、その先端が当該スリット１０１に向くように固定した。この方向は、スリット１
０１より間隙ｄ内に修正ガスが入り込む方向であればよく、流量を調整することで方向の
不具合はある程度許容可能である。効率よく修正ガスを導入するためには、プラズマガス
の流方向に沿うようにする方がよりよい。また、螺旋流を形成するように、間隙ｄに沿っ
てキャピラリ先端の向きを調整してもよい。また、キャピラリは、取り扱い上フレキシブ
ルなものが都合よく、ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）などが利用できる。図１
では、キャピラリがベース部１４の平面方向に対して４５度で上向くように配置している
。
【００２９】
　本発明のＩＣＰ装置に用いるガスは、プラズマトー１２チに係る、キャリヤーガスＣＡ
、補助ガスＡ、プラズマガスＰ及び修正ガスＣである。それらのガスには、アルゴンガス
を用いた。また、修正ガスＣは、間隙ｄの開口端部でのガスの滞留を修正すればよく、プ
ラズマガスＰの増減に伴い同様に増減するようにしてもよい。従って、図６（ａ）に示す
ように、ガスの導入経路は、従来通りキャリヤーガスＣＡ、補助ガスＡ及びプラズマガス
Ｐを一つのガス制御系で導入すると共に、修正ガスＣをプラズマガスＰの枝管として導入
する構造を採用した。このようにすることで、修正ガスＣをプラズマガスＰの増減に連動
させることができる。なお、修正ガスＣの流量は、枝管の内径あるいは簡易な手動のフロ
ーメーター等で予め調整することができる。
【００３０】
　また、修正ガスＣの流量を個別に制御することを要せず、装置上も制御部やバルブなど
の付帯設備を要しない。よって、簡素かつ安価に効率的な装置構成を提供することができ
る。
　なお、図６（ｂ）に示すように修正ガスＣを別系統で制御してもよい。この場合は、先
に述べた効果は有さないが、修正ガスＣとして高価なアルゴン以外の安価なガスを利用可
能となる点において有意である。例えば、エアポンプにより空気を送風してもよい。
　また、図示しないが、プラズマの点灯時には、上記したガス経路以外に一旦使用するガ
スで系内を置換するためのチャンバーガス経路を導入してもよい。
【００３１】
　図６（ａ）のガス経路を採用した本発明に係わるＩＣＰ装置において、誘導コイル１１
２に周波数２７．１２ＭＨｚ、出力１．２ｋＷの条件で高周波エネルギーを発生させ、ア
ルゴンガスを先のプラズマ点灯開始時の条件で数十秒間流した後、イグナイターにより種
火を形成させ、それからキャリヤーガスＣＡを導入してプラズマがドーナツ状になったの
を確認し、その後数秒間プラズマが安定するのを待って、定常運転時のプラズマガス流量
に切り替えた。この場合、プラズマ点灯開始時のアルゴンガス流量は、プラズマガスＰが
毎分２０Ｌの設定に対して、この枝管である修正ガスＣはキャピラリ１５２ａより毎分０
．３Ｌ以下であった。また、定常運転時のプラズマガスＰ及び修正ガスＣの流量は、それ
ぞれ、毎分８Ｌ及び０．１Ｌ以下であった。その結果、試料導入管１２１の上部に測光高
さ十数ｍｍのプラズマが形成され、点灯時から測定の間も一貫して安定なプラズマ炎を得
ることができた。この際のプラズマガス流量は、上記の条件であり、従来のＩＣＰ装置に
おけるプラズマガス流量である毎分１５～２０Ｌに比して、同等以上の感度を保持したま
ま略半減することができた。従って、高い経済性を備えることを確認した。
【００３２】
（実施例２）
　次に、実施例１とは異なる修正ガス導入機構１５Ｂについて説明する。なお、実施例１
とは、修正ガス導入機構以外は共通するため、符号は同様とした。
【００３３】
　図３は、本発明に係るＩＣＰ装置として、修正ガスＣの導入を実施例１の修正ガス導入
機構１５Ａに係るキャピラリに替えて、流路部材１５１ｂのボンネット１０Ｂの固定端（
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示す。図４（ａ）には噴き出し１５２ｂの経路を斜視図により示した。図４（ｂ）は、（
ａ）のｂ方向（真上）から見た場合のガス経路を示す。図４（ｃ）は、（ａ）のＢ－Ｂ’
断面のプラズマガス管１２３の外周面とボンネット１０Ｂの内周面とで形成される間隙ｄ
と噴き出し１５２ｂの位置関係を示す。ここでは、ボンネット１０Ｂの円周のうち半周分
に噴出しを設けたが、全周に設けることや、その円周に沿って間欠するように複数の穴を
配置してもよい。また、ガス流路は、ベース部１４に貫通孔を作製してもよいし、噴き出
し１５２ｂを形成可能であればキャピラリを改造して使用してもよい。また、ボンネット
１０Ｂの位置決めを容易にするために、実施例１と同様にボンネット１０Ｂの固定端側に
スリット１０１を設けてもよい。
【００３４】
　この構造により、プラズマトーチ１２の開口端部でのガスは、滞留することが無く実施
例１と同様の結果を得ることができ、同様の効果を示した。
　本発明のＩＣＰ装置は、ＩＣＰ発光分光分析（ＩＣＰ－ＯＥＳ）装置あるいはＩＣＰ質
量分析装置（ＩＣＰ－ＭＳ）に利用できる。また、それ以外のプラズマ発光を利用した装
置に利用可能である。
【００３５】
　また、プラズマの横方向から測光する際は、ボンネット１０Ａ及び１０Ｂにおいて、測
光部付近にスリット１０２－Ｌ及び１０２－Ｒの少なくとも一方を備えることができる。
このようにすることで、ボンネットの内面が白濁した場合であっても、測光の妨げとなら
ない。この測光用のスリットは、穴であってもよいし、プラズマ炎への大気の影響を防ぐ
ことができる範囲であればその形状は問わない。
　また、プラズマガスは、アルゴンに限定されず、窒素、ヘリウム等が利用できる。
【００３６】
　また、本発明のＩＣＰ装置は、その要部となる本発明に係るボンネット及び修正ガス導
入機構を従来のＩＣＰ装置に対して組み込むことにより提供することができる。このこと
は、既存の装置を廃する必要がなく、本発明の効果を享受することができるため、この点
においても経済性に優れるものとなる。
【００３７】
　以上のように、本発明のＩＣＰ装置は、プラズマガスの消費量を低減した際の副作用（
プラズマの大気の巻き込みによるプラズマ炎の不安定化）を円筒管状の長いボンネットに
より解消すると共に、当該ボンネットを用いた際の副作用（プラズマトーチとボンネット
によるプラズマガスの一部の停滞に起因するプラズマ点灯時の異常放電）をも解消し、結
果として長時間運転時のプラズマガスの消費量を大幅に低減することを可能とした。
【００３８】
　従って、従来に比して、極めて経済性に優れるＩＣＰ装置を提供することができる。
　なお、本発明の実施形態は、上記の記載内容に限られるものではなく、趣旨を逸脱しな
い範囲において適宜、改良や変更を加えることが可能である。
【符号の説明】
【００３９】
１０Ａ，１０Ｂ，３０　　ボンネット
１１，３１　　　　　　　プラズマ生成部
１２，３２　　　　　　　プラズマトーチ
１３，３３　　　　　　　試料導入部
１４　　　　　　　　　　プラズマトーチ支持部材
１５Ａ，１５Ｂ　　　　　修正ガス導入部
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